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地域特性に合わせた
「総合治水対策」の取り組み
　洪水被害を避けるために、かねてより河川改修によって治

水を図ってきた奈良盆地は、人口増加や市街地化が著しく、

次第に頻発する水害を防ぐことが困難となってきました。しか

し、奈良県域の浸水を防ぐために水を流す工事だけを行って

しまえば、それまであふれていた水が流下して、下流に控える

大都市・大阪府に大きな被害がおよぶ恐れがあります。こうし

た奈良盆地が抱える状況を踏まえ、大和川流域では1983年

に奈良県内の流域25市町村（当時）と奈良県、および建設省

近畿地方建設局（当時）により、「大和川流域総合治水対策

協議会」を設置し、流域全体で水害に強いまちづくりを行う

「総合治水対策」に取り組み始めました。

　総合治水対策とは、川の水を安全に流す施設整備を行う

「治水対策」と、地域開発によって低下した奈良盆地の保水・

遊水機能を回復し、盆地内の各支流へ一気に水が流れ出す

ことを抑える「流域対策」との両面から洪水被害の軽減・防

止を図る治水対策方法です。つまり、単に大和川に水を流す

のではなく、奈良県域のため池や調整池などで一時的に水を

溜め、時間差をつくって一気に水が下流に流れないようにす

るのが総合治水の考え方です。奈良盆地は山が低く、雨が

降ってからすぐに水位があがってしまうだけでなく、ダムの適地

もほとんどありません。また奈良盆地の支流がすべて亀の瀬

の狭窄部に集まってしまう地域的特性からも、〝溜めて流す〟と

いう総合治水は、大和川の治水対策として有効であったと言

えるでしょう。

具体的な3つの対策
（治水対策・流域対策・地すべり対策）
　大和川では、総合治水対策を実施するため、具体的な流域

整備計画を策定しています。流域整備は1982年の洪水被害

を基に、目標流量を2,100m3/sとして、「治水対策」と「流域

対策」それぞれの流量分担量を設定して、それに基づいた整

備計画を策定しています。

　「治水対策」としては、河道掘削や堤防などの整備を実施

しています。川幅の狭い箇所を重点とした河川改修や、多目

的に利用できる遊水池の設置、ダムの建設に取り組んでいま

す。また雨や洪水がしみ込むことで脆くなり、速い流れで損傷

する危険性のある堤防は、安全性の強化に努めています。さ

らに堤防が決壊すると甚大な人的被害が発生する危険性の

高い区間においては、これまでの堤防に比べ、幅を広くし想定

を上回る洪水に対しても決壊しない高規格堤防（スーパー堤

防）の整備を進めています。他にも河川掘削や河畔林の管理

などを進めることで、水を安全に流下させます。

　「流域対策」では、雨水を田畑やため池、遊水池などを利用

して一時的に貯留し、下流へ流れる水量を減らすための洪水

調節施設の整備を行っています。より多くの水を溜められるよ

うに既存のため池を一部改良し、維持・保存に努めています。

他にも、グラウンドや駐車場で一時的に敷地内の雨水を貯留

する雨水貯留施設や、新たな開発地には開発前の雨水流水

量を上回らないための防災調整池を設置しています。

　さらに狭窄部である亀の瀬についても、1962年より近畿地

方整備局大和川河川事務所が直轄で地すべり対策工事を

実施。地すべりは、粘土層などのすべりやすい地層の下に地

下水などが溜まることでゆっくりと動き出す現象です。そのた

め、地すべり地の地形や土質、地下水などの状態を変化させ

る「抑制工」と、杭などの構造物を移動土塊に打ち込むことで

地すべり運動を止める「抑止工」の2種類の工事を実施しまし

た。地すべりを止めるために地中に造った深礎工は直径6.5

メートル、最深96メートルで、世界最大級と言われています。

この大規模な工事は2010年に完遂の目処がたち、近年はほ

とんど地すべりが見られなくなりました。

1：郡山城跡公園にある鰻堀池は特定保水池として整備され、治水
対策を推進するとともに城跡の風格が感じられる公園として親しま
れています。

2：奈良公園内にある鷺池と荒池も、洪水抑制機能を持った灌漑用
ため池として活用されています。

1：地すべりの要因となる地下水を外に排出するための排水トンネル。
2：地すべりのメカニズムから対策事業まで、さまざまな情報が模型やパネルで
展示された「亀の瀬地すべり資料室」。

事前に連絡をすれば、どちらも見学が可能です。また地すべり工事の際に
偶然発見された貴重な旧・大阪鉄道亀瀬隧道も見ることができます。

1

1

2

2

■大和川流域の保水能力の変化

■大和川流域整備計画の体系と流量分担

総合治水対策
目標流量：2,100m3/s

治水対策
1790m3/s

河
川
改
修

すべり面

ダ
ム

遊
水
池

防
災
調
整
池

雨
水
貯
留
浸
透
施
設

た
め
池
の
保
全

た
め
池
の
治
水
利
用

流域対策
310m3/s

■地すべりのしくみ

水害に負けないまちを目指して、
溜めながら安全に流す、大和川の総合治水対策。

雨水を地中に
たくわえる

雨水を水田に
たくわえる

雨水は、たくわえられずに
そのまま流れていく

水水
水

地すべりを
起こす地層

硬い地層
すべり面

しん そ こう

もろ

かつての大和川流域
（保水能力 大）

現在の大和川流域
（保水能力 小）

大和川河川事務所 調査課 072-971-1381お問い合わせ先

ずい どう

■総合治水対策として活用されているため池
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1：柏原堰堤に設置された魚道により、遡
上可能距離が約2倍に向上。

2：近隣小学校の生徒が参加した河内橋
付近で行われた水生生物調査。

　 （写真提供：大和川河川事務所）

3：大和川の絵画・写真・ポスターコンクー
ルの受賞作品はカレンダーにして配布
しています。

住民と一体となって挑む、大和川の再生
　1995年の河川法改正により、治水事業に環境への取り組

みが付加されましたが、大和川はそれ以前の1967年に大和

川水質汚濁防止連絡協議会を設置し、水質改善に向けた取

り組みを積極的に行ってきました。これは高度経済成長を迎

えた昭和40年代以降、大和川の水質が全国の一級河川の

中でもワースト上位の状況が続いたことから河川浄化や下水

道整備に取り組み、現在も2005年に設立された大和川水環

境協議会を中心に「遊べる大和川」「生きものにやさしい大

和川」「地域で育む大和川」の３つの方向性を軸に幅広い活

動に取り組んでいます。

　代表的な活動としては、大和川クリーンキャンペーンの一環

として大和川の絵画・写真・ポスターコンクールを開催してい

ます。毎年、地元の小・中学生を中心に2,000～3,000点の応

募があり、31回目となる2015年には応募総数が11万点を超

えるなど、大和川への関心を高めるきっかけとして浸透しつつ

あります。また5～10月にかけて実施する大和川河川の水生

生物調査にも、地元の小学生が大勢参加し、川に入り身近な

自然に接することで環境への関心を高めています。さらに毎

年、奈良県と大阪府の流域住民の方々の参加による「大和川

一斉清掃」を実施しており、2014年の一斉清掃には２万

5,000名が参加、191トンのゴミを回収しました。他にも川の水

質改善を目指して人工的に「瀬」と「淵」を再現したり、堰堤に

魚の遡上を助ける魚道を設置することで、川が本来持ってい

る浄化機能を引き出し、魚の住みやすい環境をつくり出してい

ます。

　こうした地道な取り組みによって、現在の大和川の水質は

環境基準にまで改善され、近年は天然鮎の姿も確認されてい

ます。しかし、水生生物調査の結果を見ると生息種数が少な

く、生物多様性の面での回復は十分とは言えないようです。さ

らに川での遊泳許可につながる海水浴場判定基準値の糞便

性大腸菌群数でも、まだ数値を切っている状況ではありませ

ん。今後、より大和川の水質環境の改善を図るためには、今も

残る単独浄化槽の合併浄化槽への切り替えや、浄化槽の定

期点検の徹底化なども、重要な取り組みの一つであると言え

るでしょう。

　2014年に国土強靱化基本計画が閣議決定され、治水対

策を含む住民の安心・安全を守る強靱な国土づくりは、地方

における重要な課題となっています。治水対策の多くは、国や

県、市町村などの行政が中心となって行われますが、大切な

のはそこに暮らす人々の理解と協力です。安全であることはも

ちろんですが、川への親しみと愛着を育むことで住民の興味

や関心が高まれば、生活排水の改善や清掃活動といった活

動へとつながります。そんな好循環を少しずつ生み出していく

ことが、川と人とが共生し、強靱な日本に向かう大きな一歩に

なるのではないでしょうか。

流域住民に愛される川を目指す、
もう一つの未来づくり。

1

2

3

えんてい

やまと錦魚園が経営する「郡山金魚資料館」は、創立者で
ある嶋田正治氏が1982年に私費で開館しました。金魚の
原種から高級魚など約40種類の金魚が見られる金魚水
族館をはじめ、金魚の養殖器具や金魚に関する錦絵や古
書なども展示されています。

■大和川再生のための取り組み
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平成27年度
低炭素社会対応型基準

平成28年度
環境配慮型基準

CA型

フジクリーンインフォメーション

会場では浄化槽に関するさまざまなパネル展示が行われました。

ウィルあいち（愛知県女性総合センター）で開催された愛知会場のセミナー風景。

小型浄化槽CA型の実物大カットモデルで浄化槽の仕組みをわかりやすく紹介。

 1月18日（月） さいたま市 関東甲信越ブロック

 1月27日（水） 松山市 中国・四国ブロック

 2月  1日（月） 仙台市 北海道・東北ブロック

 2月  5日（金） 福岡市 九州・沖縄ブロック

 2月16日（火） 名古屋市 中部・北陸ブロック

 2月19日（金） 大阪市 近畿ブロック

開催都市 開催ブロック開催日

「浄化槽トップセミナー」が開催されました。
主催：環境省、全国浄化槽推進市町村協議会

Event

　市町村長、市町村議会議員などの地方公共団体の政

策決定に携わる方々を対象とした「浄化槽トップセミ

ナー」が全国6ヶ所で開催されました。

　今回のセミナーでは、浄化槽の普及促進を担う行政の

方々に対して、講演や各地域の浄化槽整備の取り組み事

例の紹介などを通して、浄化槽の特長や地域の実情に

あった生活排水処理施設の整備手法を選択するための

提案・説明を行いました。中部・北陸ブロックの愛知会場

では約120名の方が参加され、多くの方々に浄化槽への

理解を深めていただくことができました。

　フジクリーンは、一般社団法人浄化槽システム協会の

会員として、2月16日に開催されました愛知会場でのセ

ミナーに参加協力を行いました。当日は、浄化槽の実物大

カットモデルの展示をはじめ、浄化槽の仕組みや維持管

理についてセミナー参加者から多くの質問をいただき、

浄化槽への関心の高さを実感しました。

　政府の平成28年度予算案が閣議決定し、浄化槽推進

関係予算の新規拡充項目として「環境配慮・防災まちづく

り浄化槽整備推進事業」が新たに創設される予定です※。

これは、平成22年度から実施されてきた「低炭素社会対

応型浄化槽整備推進事業」をリニューアルしたもので、浄

化槽の低炭素化が図られたところへ、さらに環境性を追

加し、助成率1/2で重点的に整備を行っていくものです。

環境配慮型浄化槽の基準は、消費電力の値が低炭素社

会対応型浄化槽の基準よりも10％程度削減され、さらに

コンパクト化等の4つの要件の中から1つ以上該当するこ

とが条件となっています。フジクリーン小型浄化槽は、す

べての機種（CA、CENeco、CEN、CRX）で環境配慮

型浄化槽に適合しており、今後の循環型社会づくりへ向

けて貢献していきます。

■セミナー開催日

CA型
（通常型：BOD15
 または20mg/L 以下）

CENeco型
（BOD10mg/L 以下）

CEN型
（BOD10mg/L 以下）

CRX型
（りん除去型）

消費電力（W）※2016年2月26日時点

平成27年度
低炭素社会対応型
浄化槽整備推進事業

平成28年度
環境配慮・防災まちづくり
浄化槽整備推進事業

事業目的

■環境配慮型浄化槽基準と
　CA型の消費電力との比較

■平成28年度環境配慮型浄化槽の基準適合機種

○印をクリックで
PDFを

ダウンロード！

Web
サービス

浄化槽CA型の
維持管理Q&Aを
追加公開しました。

　浄化槽CA型の維持管理Q&Aを、ホームページに追加

公開いたしました。維持管理関連書類ダウンロードペー

ジより、各項目の○印をクリックいただくとＰＤＦでご覧い

ただけます。維持管理を行う業者の方々は、ぜひご利用く

ださい。また、CA型の維持管理の要領は、動画でホーム

ページおよびYouTubeページで掲載しています。ス

マートフォンからもご覧い

ただけますので、作業現

場でもご利用ください。

NEWS
平成28年度、浄化槽整備事業に係る要綱等が
改正（予定）されます。

浄化槽分野における地
球温暖化対策の促進を
図るとともに、単独浄化
槽から合併浄化槽への
転換を推進する

単独浄化槽の転換促進、
防災まちづくりの施策と
併せて総合的に推進し、
地域の水環境の保全を
図るとともに、強靭で魅
力あるまちづくりを行う
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